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①
事
務
・
事
業
の
再
編
・
整
理
、
廃
止
・

統
合

②
民
間
委
託
な
ど
の
推
進

③
定
員
管
理
の
適
正
化

④
手
当
の
総
点
検
を
は
じ
め
と
す
る
給
与

の
適
正
化

⑤
第
三
セ
ク
タ
ー
（　

㌻
※
１
参
照
）
の

１２

見
直
し

⑥
経
費
削
減
な
ど
の
財
政
効
果
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少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
時
代
を
迎
え
、
国
や
地
方
公
共
団
体
は
か
つ

て
な
く
厳
し
い
財
政
状
況
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

登
別
市
も
例
外
で
は
な
く
、
高
齢
化
の
進
展
や
市
民
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
・
多

様
化
な
ど
、
変
化
し
続
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
取
り
組

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
。

市
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、

将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
を
行
う
た
め
、
さ
ら
な
る
行
政
改

革
に
取
り
組
む
べ
く
『
登
別
市
集
中
改
革
プ
ラ
ン
』
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

まままままままままま
ちちちちちちちちちち
のののののののののの
集集集集集集集集集集
中中中中中中中中中中
改改改改改改改改改改
革革革革革革革革革革

ま
ち
の
集
中
改
革
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▲３月２９日�、登別市集中改革プランに
ついて、上野市長に答申する登別市行
政改革推進委員会の上田委員長（右）

『
集
中
改
革
プ
ラ
ン
』

っ
て
何
？

行
政
改
革
基
本
方
針
と

集
中
改
革
プ
ラ
ン

用用用用用用用用用用用用用用用用
語語語語語語語語語語語語語語語語
説説説説説説説説説説説説説説説説
明明明明明明明明明明明明明明明明
①①①①①①①①①①①①①①①①

用
語
説
明
①

※
１　

第
三
セ
ク
タ
ー

国
や
地
方
公
共
団
体
と
民
間
企

業
と
の
共
同
出
資
で
設
立
さ
れ
る

事
業
体
。
主
と
し
て
国
や
地
方
公

共
団
体
が
行
う
べ
き
事
業
（
公
共

セ
ク
タ
ー
）
に
、
民
間
部
門
（
民

間
セ
ク
タ
ー
）
の
資
金
や
経
営
力

な
ど
を
導
入
し
て
官
民
共
同
で
行

う
と
こ
ろ
か
ら
、
第
三
セ
ク
タ
ー

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

※
２　

指
定
管
理
者
制
度

こ
れ
ま
で
、
公
の
施
設
の
管
理

は
、
市
が
直
接
行
う
方
法
、
ま
た

は
市
が
出
資
し
て
い
る
法
人
や
公

共
的
団
体
に
限
っ
て
管
理
を
委
託

す
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行

っ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成　

年
の

１５

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
民

間
事
業
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
に
も
管
理
を
委
託

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
３　

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
企
業
や
自
治
体
な
ど
が
持
つ
施

設
・
人
員
組
織
な
ど
の
総
合
的
な

管
理
を
効
率
化
す
る
手
法
で
す
。

※
４　

市
民
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度

豊
か
な
知
識
や
技
能
な
ど
を
有

す
る
市
民
な
ど
に
委
託
し
、
市
民

協
働
で
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
制
度
で
す
。

H１５・１６

集中改革プランの推進（Ｈ１７～Ｈ２１年度）

登別市行政改革基本方針（Ｈ１５～Ｈ１９年度）

H１７

集中取り組み期間

継　　承反映

H１８ H１９ H２０ H２１

【表１】行政改革基本方針と集中改革プラン


